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行

西
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犯
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犯
罪
の
實
行

　
一
　
『
犯
罪
の
實
行
』
と
い
う
概
念
は
、
ま
ず
、
『
實
行
の
着
手
』
と
い
う
面
か
ら
論
ぜ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
爲
者
は
、
い
か
な

る
行
爲
を
爲
す
こ
と
に
ょ
つ
て
、
犯
罪
の
實
行
に
著
手
し
た
こ
と
に
な
る
か
、
從
つ
て
、
客
観
的
に
、
犯
罪
の
實
行
行
爲
が
あ
つ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
か
が
、
中
心
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
實
行
の
著
手
と
い
う
概
念
は
、
未
途
論
、
な
か
ん
ず
く
豫
備
行
爲
と
實
行
行
爲

と
を
匠
劃
す
る
場
合
に
最
も
重
要
な
役
割
を
果
す
の
で
あ
る
が
、
一
定
の
系
列
の
諸
行
爲
を
、
ど
こ
ま
で
が
豫
備
行
爲
で
あ
り
、
ど
こ
か

ら
が
實
行
行
爲
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
に
、
明
確
に
匪
別
す
る
こ
と
を
、
『
普
遍
安
當
的
な
公
式
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
、
容
易
で
な
い
』

（
一
）
の
み
な
ら
ず
、
『
現
在
ま
で
成
功
し
た
た
め
し
は
な
く
、
實
際
、
一
般
に
、
不
可
能
な
の
で
あ
る
』
（
二
）
　
と
ま
で
い
わ
れ
て
影
り
、

強
い
て
明
確
な
匠
劃
を
與
え
よ
う
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
、
漠
然
と
し
た
、
抽
象
的
な
原
則
が
護
見
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
え
考
え
ら
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問
接
正
犯
に
お
け
る
犯
罪
の
實
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
原
則
を
設
定
す
る
見
解
と
し
て
は
、
通
常
、
客
観
読
と
主
観
説
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
客
観
読
は
、
行
爲
の
態
様
に
圃
劃
馳
を
求
め
よ
う
と
し
、
主
観
説
は
、
行
爲
者
の
意
思
の
側
面
に
重
錨
を
置
い
て
こ
れ
を
匠
別
し
ょ

う
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
主
観
読
は
、
行
爲
に
徴
表
せ
ら
れ
る
行
爲
者
の
犯
罪
的
性
格
に
着
目
し
て
實
行
の
著
手
鮎
を
論
ず
る
い
わ
ゆ
る
犯
罪
徴
表

読
に
還
元
せ
ら
れ
る
（
三
）
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
犯
罪
實
行
論
に
お
い
て
、
行
爲
者
の
性
格
の
徴
表
さ
れ
る
外
部
的
行
爲
は
刑
法
の
規
定

す
る
と
こ
ろ
と
は
無
關
係
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
構
成
要
件
該
當
行
爲
に
そ
の
徴
表
を
求
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
す

で
に
構
成
要
件
該
嘗
の
到
断
が
、
徴
表
せ
ら
れ
る
性
格
よ
り
前
に
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
、
結
局
、
主
観
説
も
客
観
読
と
偶
み
を

共
通
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
從
つ
て
、
こ
こ
で
は
、
一
慮
、
客
観
読
の
検
討
の
み
に
止
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
＝
　
構
成
要
件
を
中
軸
と
し
て
實
行
概
念
を
読
明
し
、
豫
備
行
爲
と
實
行
行
爲
と
を
形
式
的
に
厘
劃
し
た
の
は
、
べ
ー
リ
ン
グ
（
四
）
を

も
つ
て
嗜
矢
と
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
（
五
）
、
彼
以
後
の
客
観
説
の
主
張
者
は
、
好
ん
で
、
こ
の
構
成
要
件
概
念
を
援
用
し
て
理
論
を

展
開
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
べ
τ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ぱ
、
實
行
行
爲
歴
構
成
要
件
に
該
當
す
る
行
爲
と
は
、
ま
ず
、
各
個
々
の
『
構
成
要
件
の
中
核
（
↓
讐
ぴ
霧
貫
且
甲

ぎ
旨
）
』
（
六
）
、
す
な
わ
ち
、
各
個
々
の
構
成
要
件
の
内
容
と
さ
れ
る
動
詞
に
該
當
す
る
行
爲
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
七
）
。
例

え
ぱ
、
殺
人
罪
の
構
成
要
件
に
該
當
す
る
行
爲
と
は
、
そ
の
構
成
要
件
の
中
核
た
る
『
殺
す
』
と
い
う
動
詞
に
該
當
す
る
行
爲
で
あ
り
、

窃
盗
罪
の
そ
れ
は
、
『
窃
取
す
る
』
と
い
う
動
詞
に
該
嘗
す
る
行
爲
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
行
爲
が
あ
つ
た
場
合
に
、
初
め
て
、

實
行
の
著
手
が
あ
つ
た
ー
犯
罪
の
實
行
行
爲
が
な
さ
れ
た
ー
と
い
い
得
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
構
成
要
件
に
ょ
つ
て
は
、
構
成
要
件
の
中
核
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
定
の
條
件
を
掲
げ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ぱ
、



利
敵
罪
（
日
本
刑
法
八
二
條
）
に
お
け
る
『
日
本
國
二
封
シ
外
國
ヨ
リ
武
力
ノ
行
使
ア
リ
タ
ル
ト
キ
』
と
か
、
牧
賄
罪
（
一
九
七
條
）
に

お
け
る
『
公
務
員
又
ハ
仲
裁
人
』
な
ど
の
ご
と
き
で
あ
る
。
構
成
要
件
を
犯
罪
類
型
（
U
o
一
篤
諾
¢
讐
ω
）
の
指
導
形
相
（
冨
算
び
ま
）
と

し
つ
つ
も
、
主
観
的
違
法
要
素
を
構
成
要
件
要
素
と
す
る
こ
と
を
肯
ん
じ
な
か
つ
た
晩
年
の
べ
ー
リ
ン
グ
（
八
）
に
あ
つ
て
は
も
ち
ろ
ん
、

構
成
要
件
を
も
つ
て
、
違
法
性
・
責
任
性
と
は
關
係
の
な
い
純
客
翻
的
、
記
述
的
、
浸
償
値
的
な
も
の
と
し
て
把
握
し
た
初
期
の
べ
ー
リ

ン
グ
（
九
）
に
あ
つ
て
も
、
こ
れ
ら
客
観
的
事
情
は
、
構
成
要
件
要
素
の
中
に
敷
え
ら
れ
て
い
た
。
從
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
客
観
的
事
情
の

存
在
を
前
提
と
す
る
犯
罪
の
實
行
に
著
手
す
る
に
は
、
べ
ー
リ
ン
グ
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
充
足
が
必
要
で
あ
つ
た
（
一
〇
）
。

　
三
　
エ
ム
・
エ
i
・
マ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
構
成
要
件
概
念
（
二
）
は
、
べ
ー
リ
ン
グ
に
お
け
る
の
と
は
異
り
、
蓮
法
性
の
認
識
根
糠

（
国
詩
9
導
旨
濃
急
且
o
）
と
し
て
把
握
さ
れ
た
（
＝
一
）
。
從
つ
て
、
構
成
要
件
と
違
法
性
と
は
、
煙
と
火
の
關
係
に
あ
り
、
前
者
は
後

者
の
徴
表
で
あ
る
（
一
三
）
。
そ
れ
故
、
　
べ
ー
リ
ン
グ
に
お
い
て
構
成
要
件
か
ら
除
外
さ
れ
た
規
範
的
構
成
要
件
要
素
、
主
齪
的
構
成
要
件

要
素
は
、
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
に
あ
つ
て
は
、
構
成
要
件
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
一
四
）
。

　
こ
の
よ
う
な
構
成
要
件
論
自
髄
の
攣
遷
に
從
つ
て
、
實
行
概
念
に
つ
い
て
も
、
右
の
爾
構
成
要
件
要
素
を
顧
慮
す
る
と
い
う
攣
化
が
認

め
ら
れ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
（
一
五
）
。
そ
し
て
、
現
在
の
わ
が
國
に
お
け
る
客
観
説
の
主
張
者
の
読
く
實
行
概
念
は
、
大
膣
、

エ
ム
・
エ
i
・
マ
イ
ヤ
ー
の
線
に
落
ち
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
ニ
ハ
）
。

　
四
　
も
つ
と
も
、
構
成
要
件
論
は
、
さ
ら
に
襲
農
し
た
。
メ
ツ
ガ
ー
が
、
構
成
要
件
を
も
つ
て
、
軍
に
連
法
性
の
認
識
根
篠
た
る
に
止

ま
ら
ず
、
そ
の
實
在
根
捺
（
菊
9
一
讐
自
呂
）
で
あ
る
と
し
た
こ
と
（
一
七
）
、
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
メ
ツ
ガ
ー
に
お
け
る
實
行
概
念
は
、

や
は
り
、
形
式
的
に
は
構
成
要
件
該
當
性
に
根
擁
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
（
一
八
）
、
た
だ
彼
の
連
法
論
が
、
構
成
要
件
該
當
性
の
評

贋
に
特
異
な
性
格
を
持
た
せ
、
實
質
的
に
實
行
行
爲
の
範
園
を
蹟
大
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
彼
の
鑛
張
的
正
犯
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間
接
正
犯
に
お
け
る
犯
罪
の
實
行

一
四
〇

概
念
と
關
係
が
あ
る
か
ら
、
後
述
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
結
局
、
客
観
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
實
行
の
著
手
が
あ
つ
た
と
い
う
た
め
に
は
、
構
成
要
件
の
中
核
、
乃
至

は
そ
れ
と
解
繹
せ
ら
れ
る
行
爲
；
近
接
行
爲
ー
の
一
部
が
行
わ
れ
、
且
つ
、
構
成
要
件
要
素
た
る
一
切
の
事
情
が
具
備
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
。
間
接
正
犯
も
、
實
行
の
一
態
様
で
あ
る
以
上
、
そ
の
例
外
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
一
）
寓
o
囲
R
”
望
β
ヰ
8
窪
（
①
ぼ
い
魯
び
g
げ
）
り
ω
．
》
信
評
一
〇
お
｝
ψ
器
o
o
・

（
二
）
写
嘗
ぎ
U
霧
ω
富
蒔
窃
昏
ぼ
3
塗
吋
魯
肋
u
。
葺
8
ぽ
寄
一
3
（
民
o
塁
8
霞
）
り
一
N
＞
鍔
評
一
9
9
ゆ
島
目
』
（
ψ
o。
㎝
）
．

（
三
）
宮
本
英
脩
、
刑
法
大
綱
（
昭
祁
一
〇
牛
）
一
七
八
頁
、
牧
野
英
一
、
重
訂
日
本
刑
法
上
巷
（
昭
和
一
二
年
）
二
五
一
頁
、
木
村
亀
二
、
新
刑
法
讃

　
本
（
昭
和
二
四
年
）
二
四
〇
頁
、
市
川
秀
雄
、
刑
法
學
（
昭
和
二
四
年
）
七
六
頁
、
江
家
義
男
、
刑
法
（
総
諭
）
（
昭
和
二
七
年
）
一
五
六
頁
、
八
木
腔
、

　
刑
法
総
論
（
昭
和
二
八
年
）
一
八
九
頁
参
照
。
な
お
、
牧
野
博
士
は
、
『
惟
ふ
に
刑
法
新
派
の
理
論
を
推
及
す
る
と
き
は
、
其
の
主
張
は
、
結
局
、
犯

　
罪
を
以
て
犯
人
の
反
肚
曾
性
の
徴
表
と
す
る
に
露
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
刑
法
新
派
の
主
張
を
以
て
直
ち
に
犯
罪
徴
表
説
な
り
と
す
る
も
不
可
な
し
と

　
信
ず
る
』
と
い
わ
れ
て
い
る
（
罪
刑
法
定
主
義
と
犯
罪
徴
表
設
・
大
正
一
三
年
・
一
三
三
頁
）
。

（
四
）
団
㊦
一
ぎ
α
q
”
U
ざ
H
①
ぼ
o
ε
目
＜
R
ぼ
g
ぽ
p
お
O
ρ
ψ
譜
㎝
宍
脚
O
渥
民
昌
鵯
餌
g
望
β
中
g
ゲ
箪
F
＞
g
F
お
ω
9
P
宅
い
参
照
。

　
な
お
、
ベ
ー
リ
ン
グ
の
構
成
要
件
自
盤
に
關
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
下
村
康
正
、
ぺ
ー
リ
ン
グ
の
構
成
要
件
論
（
昭
和
二
八
年
）
刑
法
難
誌
三
巻
三

　
號
四
五
頁
以
下
に
詳
細
な
研
究
が
載
つ
て
い
る
。

（
五
）
例
え
ば
、
　
鼠
①
N
α
Q
R
り
帥
聾
●
ρ
ψ
鵠
ω
・

（
六
）
國
島
話
”
9
①
ピ
卑
8
ぎ
目
＜
。
吋
ぼ
8
ぎ
コ
ψ
漣
①
●

（
七
）
劇
o
一
一
謁
』
卜
ρ
彼
は
そ
の
判
噺
の
標
準
を
『
生
活
用
語
例
（
ピ
害
8
鴇
冥
8
凝
3
鰐
零
7
）
』
に
求
め
て
い
る
（
O
旨
口
魯
凝
9
ω
・
零
）
。

（
八
）
U
一
①
卜
害
冨
ぎ
目
↓
讐
ぴ
9
寅
＆
狙
器
9
0
葺
昌
α
昌
鴨
留
の
望
旨
律
9
窪
ω
し
一
・
＞
島
・
藁
3
9
に
表
わ
れ
た
ペ
ー
リ
ン
グ
の
思
想
を
指
す
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
法
定
構
成
要
件
（
山
R
α
q
霧
9
島
3
0
↓
讐
幕
の
蜀
巳
）
は
、
刑
法
各
本
條
に
親
定
さ
れ
た
行
爲
及
び
そ
の
現
象
形
式
（
未
途

　
犯
・
共
犯
）
た
る
犯
罪
類
型
の
主
親
的
並
ぴ
に
客
親
的
側
面
を
共
通
に
支
配
す
る
指
導
形
相
と
し
て
把
握
さ
れ
、
以
前
に
比
べ
て
、
や
や
違
法
性
、
責



　
任
性
と
の
關
蓮
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
い
う
主
槻
的
構
成
要
件
要
素
を
指
導
形
相
の
要
素
と
す
る
な
ら
ば
、

　
そ
れ
は
、
す
で
に
指
導
形
相
と
し
て
の
役
割
を
果
し
得
な
く
な
る
と
し
て
、
主
観
的
違
法
要
素
は
犯
罪
類
型
自
艘
の
要
素
に
止
め
ら
れ
て
い
る
。

（
九
）
O
議
且
昌
鴨
留
ω
望
β
ヰ
。
魯
箪
＠
》
β
ρ
お
8
嚇
9
。
冨
ぼ
Φ
ぎ
旨
＜
R
ぼ
8
ぼ
♂
這
8
。
に
表
わ
れ
た
べ
ー
リ
ン
グ
の
思
想
を
指
す
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
構
成
要
件
は
、
各
個
の
犯
罪
の
個
別
的
特
徴
を
示
す
も
の
と
し
て
、
客
親
的
、
記
述
的
、
没
慣
値
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ

　
れ
て
い
る
。

（
一
〇
）
　
団
o
一
ぎ
α
Q
植
O
旨
＆
注
α
q
9
目
・
》
仁
節
ψ
謡
“
鴇
参
照
。

（
一
一
）
　
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
構
成
要
件
論
に
つ
い
て
は
、
下
村
康
正
、
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
構
成
要
件
論
（
昭
和
二
八
年
）
法
學
新
報

　
六
〇
巻
三
號
一
頁
以
下
に
、
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。

（
一
二
．
）
す
な
わ
ち
、
エ
ム
・
エ
i
・
マ
イ
ヤ
ー
は
い
う
、
『
適
法
な
態
度
の
違
法
な
態
度
か
ら
の
匿
別
は
、
立
法
に
お
い
て
は
、
丈
化
規
範
を
承
認
す

　
る
こ
と
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
。
丈
化
規
範
の
承
認
は
、
常
に
憂
ら
ず
、
法
定
構
成
要
件
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
法
定
構
成
要
件
は
、
い
か
な
る
丈

　
化
規
範
が
承
認
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
、
及
び
丈
化
規
範
が
ど
の
程
度
ま
で
承
認
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
封
す
る
認
識
根
擦
で
あ
る
』
と
（
ζ
・

　
中
鼠
芝
o
び
U
Φ
目
鎖
＝
σ
q
o
旨
o
ぎ
Φ
円
Φ
二
山
田
8
躍
冨
島
害
oo
霞
鑑
括
。
窪
ω
讐
一
〇
一
〇
｝
ψ
目
い
）
。

（
一
三
）
　
蜜
●
甲
ζ
曙
震
｝
勲
鉾
ρ
ψ
一
ρ

（
一
四
）
寓
●
国
蜜
爵
8
勲
鉾
ρ
ω
●
一
〇〇
鱒
。

（
一
五
）
竃
●
国
竃
曙
9
勲
勲
ρ
¢
謹
0
｛
。

（
一
六
）
例
え
ば
、
小
野
清
一
郎
、
新
訂
刑
法
講
義
総
論
（
昭
和
二
七
年
）
九
四
頁
以
下
、
一
八
二
頁
、
同
、
刑
法
概
論
（
昭
和
二
七
年
）
七
七
頁
以
下
、

　
一
五
七
頁
以
下
、
佐
伯
千
似
、
刑
法
総
論
（
昭
和
二
八
年
）
七
四
頁
以
下
、
一
五
六
頁
、
瀧
川
幸
辰
、
改
訂
犯
罪
論
序
説
（
昭
和
二
七
年
）
二
六
頁
以

　
下
、
一
八
二
頁
。
も
つ
と
も
、
最
近
の
瀧
川
博
士
は
、
主
襯
的
違
法
要
素
論
を
抱
棄
さ
れ
た
（
瀧
川
幸
辰
、
刑
法
に
蔚
け
る
構
成
要
件
の
機
能
・
昭
和

　
二
五
年
・
刑
法
難
誌
一
巻
二
号
一
頁
以
下
、
同
、
刑
法
講
話
・
昭
和
二
六
年
・
一
七
六
頁
参
照
）
。

（
一
七
）
　
す
な
わ
ち
、
メ
ツ
ガ
ー
は
い
う
、
　
『
構
成
要
件
に
該
當
し
て
行
爲
す
る
者
は
、
違
法
阻
却
事
由
が
存
し
な
い
限
り
、
違
法
に
行
爲
す
る
こ
と
に

　
な
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
要
件
に
該
當
す
る
行
爲
を
記
述
す
る
刑
法
上
の
構
成
要
件
は
、
從
つ
て
、
行
爲
の
刑
法
上
意
味
あ
る
違
法
性
の
存
在
に
封

　
　
　
間
接
正
犯
に
お
け
る
犯
罪
の
實
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一



　
　
　
間
接
正
犯
に
沿
け
る
犯
罪
の
實
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二

　
し
、
考
え
の
及
ぶ
限
り
廣
範
園
な
意
義
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
違
法
性
の
適
用
根
擦
並
び
に
實
在
根
嫁
（
O
巴
葺
夷
甲
躍
巳
国
9
蒔
吋
β
昌
伽

　
く
閃
暮
ご
3
器
島
V
）
な
の
で
あ
る
』
と
（
鼠
爲
α
Q
R
｝
勲
鉾
ρ
ψ
一
〇〇
ド
）
。

（
一
八
）
竃
o
N
α
q
R
り
P
9
。
●
ρ
堕
ω
器
中
な
お
、
メ
ツ
ガ
ー
が
、
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
及
び
ヘ
ク
ラ
i
（
＝
㊤
笹
9
ω
自
9
葵
ユ
語
閃
9
プ
一
ω
三
黛
貫
－

　
犀
①
一

冨
色
o
目
窪
＄
帥
目
国
替
旨
聲
ユ
o
の
巴
置
Φ
旨
Φ
ぎ
窪
く
震
ぼ
8
プ
9
♂
o
鴨
昂
即
ぞ
G
o
ρ
切
β
口
下
悔
霧
茜
菩
o
ご
幹
謡
一
界
）
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け

　
ら
れ
た
主
観
的
違
法
要
素
論
を
詳
細
に
研
究
し
、
こ
れ
を
確
立
し
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
（
参
照
、
蜜
9
σ
q
9
9
0
旨
9
ω
窪
冷
男
o
魯
挙

三
含
讐
Φ
計
色
Φ
旨
8
貫
ご
N
鰹
O
亀
3
密
鎧
一
箆
●
o
。
麓
ω
』
ミ
富
崩
＜
o
日
盟
馨
象
寓
蕾
｛
目
8
注
一
倉
雪
円
象
富
器
且
9
富
8
）
。
も
つ
と

　
も
、
こ
の
主
観
的
違
法
要
素
論
が
、
規
範
的
責
任
論
と
並
ん
で
傳
統
的
理
論
を
崩
竣
に
導
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
、
ロ
的
的
行
爲
論
で

　
あ
る
。
参
照
、
ω
β
ω
O
F
置
O
審
旨
O
ミ
き
色
仁
昌
α
Q
窪
鎚
9
＜
O
号
8
0
ぽ
3
芭
肖
汐
お
遷
｝
9
q
い
“
譲
巴
8
一
｝
d
ヨ
白
Φ
臨
還
一
〇
＝
B
山
『
昌
鵯
曹

　
一
〇
ぼ
o
弘
逡
O
u
¢
置
●

　
　
　
二
　
間
　
接
　
正
　
犯

　
一
　
傳
統
的
な
い
わ
ゆ
る
限
縮
的
正
犯
概
念
は
、
『
自
己
の
手
に
よ
る
正
犯
（
o
蒔
①
一
旨
似
民
お
①
↓
馨
R
ω
魯
”
津
）
』
（
一
）
と
い
う
概
念
の

上
に
立
脚
す
る
。
刑
法
各
本
條
が
、
メ
ル
ケ
ル
の
い
わ
ゆ
る
『
一
人
、
一
罪
、
既
途
』
（
二
）
を
目
標
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
以
上
、
刑

法
各
本
條
に
基
づ
く
構
成
要
件
に
該
嘗
す
る
行
爲
を
行
う
こ
と
と
い
う
實
行
概
念
も
ま
た
、
こ
の
原
則
に
從
つ
て
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
他
方
、
法
秩
序
は
、
實
行
概
念
に
包
括
さ
れ
な
い
人
問
の
行
動
を
も
、
刑
罰
の
封
象
と
し
て
い
る
。
共
犯
に
關
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

規
定
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
（
…
。
と
こ
ろ
で
、
共
犯
の
規
定
は
、
『
二
人
以
上
共
同
シ
テ
犯
罪
ヲ
實
行
シ
タ
ル
者
』
（
六
〇
條
）
、
『
人
ヲ
教
唆

　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

シ
テ
犯
罪
ヲ
實
行
セ
シ
メ
タ
ル
者
』
（
六
一
條
）
、
『
正
犯
ヲ
轄
助
シ
タ
ル
者
』
（
六
二
條
）
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
共
犯
に
封
し
、
常
に
實

行
者
H
“
正
犯
者
の
存
在
を
要
求
し
て
お
り
、
從
つ
て
、
共
犯
は
正
犯
に
從
厨
し
て
成
立
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
共
犯
從
属
性
を
豫
定
し
て

い
る
。
も
つ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
從
属
の
程
度
に
つ
い
て
は
説
が
分
れ
（
四
）
、
通
読
は
、
極
端
從
屍
形
態
に
よ
る
從
属
性
を
固
執
し
て
、



共
犯
が
成
立
す
る
に
は
正
犯
者
が
完
全
な
犯
罪
を
行
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
違
法
、
有
責
に
構
成
要
件
に
該
當
す
る
行
爲
を
行
う
こ
と
を

前
提
と
す
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、
以
上
の
よ
う
な
法
規
の
文
言
に
根
撮
を
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
五
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
極
端
從
属
形
態
を
認
め
る
と
、
責
任
無
能
力
者
や
故
意
な
き
者
、
無
過
失
者
、
蓮
法
性
を
訣
く
者
、
構
成
要

件
に
該
醤
し
な
い
者
な
ど
を
利
用
し
た
者
は
、
こ
れ
を
共
犯
者
と
し
て
慮
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
實
行
者
と
す
る

こ
と
は
、
『
自
己
の
手
に
よ
る
正
犯
』
の
概
念
に
反
す
る
。
こ
こ
に
、
極
端
從
属
形
態
に
擦
る
正
犯
概
念
の
欄
み
が
あ
つ
た
。
そ
こ
で
、

こ
の
正
犯
概
念
の
主
張
者
は
、
右
の
よ
う
な
場
合
の
利
用
者
を
間
接
正
犯
者
と
し
、
嚴
密
に
自
己
の
手
に
よ
る
實
行
と
は
い
え
な
い
が
、

意
思
の
支
配
を
訣
く
者
を
利
用
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
道
具
を
利
用
し
た
の
と
何
等
攣
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
從
つ
て
、
こ
の
よ
う

な
場
合
に
は
、
依
然
、
自
己
の
犯
罪
を
實
行
し
た
と
看
倣
す
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
、
一
慮
の
解
決
を
與
え
て
い
る
（
六
）
。

　
二
こ
の
よ
う
な
通
読
に
存
す
る
矛
盾
を
克
服
し
て
、
問
接
正
犯
に
つ
き
安
當
な
解
決
を
得
よ
う
と
す
る
學
説
些
ぢ
あ
る
。
第
一
が

蹟
張
的
正
犯
論
で
あ
り
、
第
二
が
蹟
張
的
共
犯
論
で
あ
る
。

　
鑛
張
的
正
犯
論
は
、
『
自
己
の
手
に
よ
る
正
犯
』
の
概
念
を
拠
榔
し
、
構
成
要
件
及
び
法
盆
侵
害
性
君
違
法
性
を
規
準
と
し
て
、
犯
罪

の
實
現
に
寄
與
し
た
と
評
贋
さ
れ
る
も
の
（
七
）
の
一
切
を
、
廣
く
正
犯
概
念
の
中
に
と
り
入
れ
、
も
つ
て
、
間
接
正
犯
な
る
翻
念
を
無
用

に
露
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
從
つ
て
、
理
論
上
は
、
共
犯
者
も
結
果
惹
起
に
つ
き
相
當
因
果
關
係
を
有
す
る
か
ら
、
正
犯
者
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
法
規
に
よ
り
特
に
正
犯
の
責
を
冤
れ
し
め
ら
れ
て
い
る
（
狭
義
の
）
共
犯
の
場
合
に
は
、
正
犯
の
刑
が
縮
小
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
從
つ
て
、
教
唆
犯
・
從
犯
の
『
法
規
上
の
形
式
は
、
「
刑
罰
鑛
張
原
因
」
で
は
な
く
て
、
實
は
「
刑
罰
縮
小
原
因
（
ω
霞
駄
a
亭

零
プ
感
巳
窪
昌
α
Q
農
艮
民
⑦
ご
』
（
八
〉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
法
規
は
「
間
接
正
犯
」
な
る
表
現
を
認
め
て
い
な

い
』
（
九
）
。
從
つ
て
、
こ
の
立
場
か
ら
は
、
從
來
間
接
正
犯
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
教
唆
犯
と
異
る
こ
と
さ
え
論
讃
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ

　
　
　
　
　
問
接
正
犯
に
お
け
る
犯
罪
の
實
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



　
　
　
　
間
接
正
犯
に
お
け
る
犯
罪
の
實
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四

は
、
直
ち
に
正
犯
概
念
の
中
に
包
掻
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
一
〇
）
。
横
張
的
正
犯
論
は
、
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
問
接
正
犯
を
抹
殺
し
よ

う
と
し
た
（
二
）
。

　
三
　
こ
れ
に
反
し
、
蹟
張
的
共
犯
論
の
主
張
者
は
、
一
方
に
お
い
て
、
蹟
張
的
正
犯
論
を
批
到
し
つ
つ
（
コ
一
）
限
縮
的
正
犯
概
念
を
固

守
し
、
他
方
に
お
い
て
、
極
端
從
属
形
態
を
認
め
る
通
説
の
立
場
を
検
討
し
つ
つ
（
一
三
）
制
限
從
属
形
態
に
よ
る
從
属
性
を
是
認
し
て

（
一
四
）
、
間
接
正
犯
の
一
部
を
共
犯
中
に
包
掻
し
、
も
つ
て
安
當
な
解
決
を
得
よ
う
と
試
み
た
。
わ
が
國
に
お
け
る
こ
の
學
説
の
主
張
者

は
、
吹
の
よ
う
に
し
て
共
犯
概
念
を
横
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
し
も
正
犯
者
が
『
完
全
な
』
犯
罪
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

實
行
す
る
必
要
は
な
い
。
共
犯
規
定
の
『
犯
罪
の
實
行
』
と
い
う
表
現
は
、
正
犯
行
爲
が
可
罰
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

從
つ
て
、
正
犯
者
が
責
任
無
能
力
・
錯
誤
・
正
當
防
衛
・
自
殺
・
自
傷
・
庭
罰
條
件
の
欠
訣
等
の
理
由
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
な
い
場
合
の
よ

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

う
に
、
正
犯
行
爲
が
可
罰
的
で
な
い
場
合
に
は
、
共
犯
は
成
立
し
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
正
犯
者
が
刑
罰
阻
却
事
由
・
刑
罰
消
滅
原
因
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

有
し
、
或
い
は
訴
追
條
件
を
訣
く
場
合
の
よ
う
に
、
正
犯
行
爲
は
可
罰
的
で
あ
る
が
、
正
犯
者
は
可
罰
的
で
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
共

犯
は
成
立
す
る
。
さ
ら
に
、
正
犯
行
爲
が
、
可
罰
的
蓮
法
類
型
（
”
構
成
要
件
）
に
は
該
當
し
な
く
と
も
、
そ
れ
が
違
法
で
あ
る
限
り
、

や
は
り
共
犯
は
成
立
す
る
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
（
一
五
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
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こ
の
よ
う
に
、
正
犯
者
の
可
罰
性
が
共
犯
成
立
の
前
提
と
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
間
接
正
犯
と
し
て
残
る
も
の
は
、
被
利
用
者
の
行
爲

が
不
可
罰
な
場
合
の
み
で
あ
る
。
小
野
博
士
は
、
こ
の
黙
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
『
間
接
正
犯
は
根
本
的
に
構
成
要
件
の
解
繹
間
題
で
あ

る
。
だ
か
ら
そ
の
行
爲
が
構
成
要
件
的
行
爲
と
し
て
評
贋
さ
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
（
一
六
）
と
さ
れ
つ
つ
、
利
用
者
の
行
爲

の
不
可
罰
な
場
合
の
う
ち
、
是
非
の
辮
別
あ
る
責
任
無
能
力
者
の
行
爲
を
利
翔
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
共
犯
の
成
立
を
認
め
ら

れ
る
。



　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
横
張
的
共
犯
論
は
、
通
説
に
比
ぺ
、
個
別
的
・
具
髄
的
事
實
に
肉
迫
し
つ
つ
問
接
共
犯
の
成
立
す
る
範
園
を
挾

め
、
そ
の
困
難
を
解
決
し
ょ
う
と
試
み
た
。

　
　
（
一
）
例
え
ぱ
、
閃
島
£
り
O
置
＆
昌
鴨
ユ
9
ω
一
3
律
9
窪
即
ψ
認
参
照
。

　
　
（
二
）
℃
。
竃
o
爵
o
一
讐
O
置
巳
臥
器
山
①
ω
ω
霞
鑑
器
魯
一
♂
一
旨
8
ω
●
a
｛
。

　
　
（
三
）
　
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
は
、
そ
れ
故
、
共
犯
の
規
定
は
刑
罰
捜
張
原
因
　
（
ω
霞
駄
貰
毘
9
”
仁
昌
o
q
濃
昆
昌
伽
Φ
）
で
あ
る
と
し
　
（
鼠
．
顕
寓
昌
①
が

　
　
U
9
亀
o
q
o
目
巴
ま
↓
亀
留
ω
山
o
暮
8
ゴ
S
ω
貸
珠
お
魯
童
ω
●
鐘
じ
、
初
期
の
瀧
川
博
士
も
そ
れ
に
從
わ
れ
る
（
瀧
川
幸
辰
、
刑
法
講
義
改
訂
版
・

　
　
　
昭
和
五
年
・
六
〇
頁
、
一
四
二
頁
、
同
、
改
訂
犯
罪
論
序
説
、
二
〇
七
頁
）
。
小
野
博
士
は
、
共
犯
を
構
成
要
件
の
修
正
形
式
と
し
て
把
握
さ
れ
る
（
小

　
　
　
野
清
一
郎
、
構
成
要
件
の
修
正
形
式
と
し
て
の
未
途
犯
及
び
共
犯
・
昭
和
七
年
・
加
藤
先
生
還
還
祀
賀
論
丈
集
二
八
七
頁
以
下
、
同
、
新
訂
刑
法
講
義

　
　
　
総
論
、
一
七
九
頁
以
下
、
一
九
七
頁
以
下
）
。
こ
れ
に
反
し
、
從
來
の
立
揚
は
、
未
途
犯
、
共
犯
を
も
つ
て
、
『
行
爲
の
段
階
』
で
あ
る
と
し
（
例
え
ば
、

　
　
　
草
野
豹
一
郎
、
刑
法
総
則
講
義
・
昭
和
一
〇
年
・
一
六
七
頁
、
齊
藤
金
作
、
刑
法
総
論
訂
正
版
・
昭
和
二
八
年
・
一
七
一
頁
）
、
或
い
は
『
犯
罪
の
態

　
　
様
』
で
あ
る
と
し
（
例
え
ば
＝
ω
斜
ピ
魯
昏
蓉
ゲ
8
ω
U
窪
ε
3
3
ω
霞
鑑
困
3
黄
漣
唖
わ
β
戸
お
認
”
ω
』
0
9
佐
伯
干
似
、
刑
法
総
論
、
一
五
四
頁
）
、

　
　
　
或
い
は
『
犯
罪
の
褒
現
形
態
』
で
あ
る
と
す
る
（
例
え
ば
、
國
o
亨
鱒
O
遷
且
注
σ
q
ρ
ψ
器
一
齊
藤
金
作
、
刑
法
學
・
昭
和
二
四
年
・
一
〇
八
頁
）
。

　
　
（
四
）
　
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
が
、
從
圏
性
は
、
最
小
限
從
馬
形
聾
（
臼
一
三
目
巴
凶
ぎ
o
器
o
冴
島
o
国
9
目
）
、
制
限
從
馬
形
聾
（
一
ぎ
三
霞
件
6
雨
霧
8
－

　
　
　
旨
号
O
悶
R
ヨ
）
、
極
端
從
厨
形
態
（
O
彗
8
旨
由
ζ
＄
8
房
9
0
男
O
円
ヨ
）
、
誇
張
從
驕
形
態
（
ξ
℃
9
古
罫
9
8
岳
魯
O
男
震
ヨ
）
　
の
四
段
階
に
分
つ

　
　
　
て
成
立
す
る
と
説
明
し
た
の
は
（
＝
●
中
＝
曙
R
”
勲
勲
O
●
¢
8
一
）
、
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
（
五
）
参
照
、
　
蜜
・
国
霞
曙
8
勲
勲
ρ
瀧
川
春
雄
、
教
唆
と
間
接
正
犯
（
昭
和
二
七
年
）
刑
事
法
講
座
二
巻
四
七
三
頁
。

　
　
（
六
）
竃
。
国
寓
昌
9
鎖
聾
■
ρ
9
零
㎝
中
瀧
川
幸
辰
、
改
訂
犯
罪
論
序
説
、
二
二
二
頁
以
下
参
照
。

　
　
（
七
）
　
そ
の
限
界
は
、
メ
ッ
ガ
ー
に
從
え
ば
、
構
成
要
件
並
び
に
そ
の
意
昧
に
適
つ
た
解
繹
が
決
定
す
る
の
で
あ
つ
て
、
原
因
と
結
果
と
の
問
の
因
果
關

　
　
　
係
が
法
的
に
み
て
重
要
（
話
『
奉
欝
H
器
3
岳
魯
Φ
跨
o
窪
ε
ゲ
）
で
あ
る
場
合
に
の
み
行
爲
者
は
虚
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
ζ
9
鴨
が
騨
野
O
・
ω
・

　
　
　
一
爲
ご
。

　
　
（
八
）
　
ζ
o
轟
R
｝
勲
勲
ρ
ψ
合
⑦

間
接
正
犯
に
お
け
る
犯
罪
の
實
行

一
四
五



間
接
正
犯
に
お
け
る
犯
罪
の
實
行

一
四
六

（
九
）
】
≦
①
N
α
q
R
｝
勲
勲
ρ
ψ
』
9

（
一
〇
）
　
メ
ツ
ガ
ー
は
、
爾
者
の
相
違
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
、
『
間
接
正
犯
と
教
唆
犯
と
は
、
今
日
決
定
的
に
制
限
さ
れ
た
從
圏
性
の
枠
内
で
は
、

　
外
的
に
は
（
客
槻
的
に
は
）
正
確
に
同
じ
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
雨
者
の
差
異
は
、
そ
れ
故
に
、
内
的
に
（
主
槻
的
に
）
、
い
い
か
え
れ
ば
、
間
接

　
正
犯
者
乃
至
教
唆
者
、
並
び
に
「
道
具
」
乃
至
被
教
唆
者
の
意
思
方
向
に
求
め
ら
れ
、
且
つ
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
我
々
は
、
「
自
己

　
の
も
の
と
し
て
の
」
（
一
切
の
形
式
に
お
け
る
正
犯
）
も
し
く
は
「
他
人
の
も
の
と
し
て
の
」
（
教
唆
犯
並
び
に
從
犯
）
所
爲
の
、
あ
る
意
欲
の
形
式
か

　
ら
出
獲
す
る
。
し
か
し
、
我
々
は
、
そ
の
形
式
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
雨
者
を
画
別
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
行
爲
者
が
「
何

　
を
せ
ん
と
し
た
か
」
は
も
ち
ろ
ん
間
題
と
な
る
が
、
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
意
欲
の
内
容
が
「
客
襯
的
な
評
慣
」
に
周
し
て
い
る
と
い
う
こ

　
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
行
爲
者
の
い
か
な
る
「
主
観
的
意
味
」
が
行
爲
に
添
加
さ
れ
る
か
が
間
題
と
な
る
の
で
は
な
く
し
て
、
行
爲
者
に
よ
っ
て
欲
求
さ

　
た
も
の
が
、
い
か
な
る
容
槻
的
意
味
を
持
つ
か
が
間
題
と
な
る
の
で
あ
る
』
と
（
寓
9
鵯
び
鼠
o
鼠
旨
o
≦
o
α
q
o
山
R
望
冨
守
9
窪
劉
o
α
Q
ヨ
鎖
ユ
F
一
濾
O
・

　
ω
．
鱒
曾
）
。
な
お
、
U
R
3
い
魯
号
砦
F
ψ
合
O
｛
●
参
照
。

（
二
）
　
メ
ツ
ガ
ー
と
並
ん
で
捜
張
的
正
犯
概
念
を
主
張
す
る
エ
ー
・
シ
ユ
ミ
ツ
ト
は
、
フ
ラ
ン
ク
が
、
ビ
ン
デ
イ
ン
グ
の
い
わ
ゆ
る
『
自
己
の
手
に
よ

　
る
犯
罪
（
o
一
α
q
窪
ゴ
警
象
西
霧
U
①
一
一
犀
）
』
に
つ
い
て
間
接
正
犯
を
認
め
て
い
な
い
貼
（
男
β
昌
ぎ
U
器
ω
霞
鑑
鴨
器
日
び
暮
ダ
国
O
日
目
o
算
費
｝
ψ
旨
O
）

　
を
批
判
し
て
（
同
説
、
田
署
倶
U
・
葺
ω
号
3
ω
痘
｛
話
。
拝
団
山
』
」
鵠
9
幹
埼
q
委
昌
旨
』
）
、
例
え
ば
、
精
神
病
者
を
し
て
十
四
歳
未
満
の
者

　
に
封
し
狼
褻
な
行
爲
を
な
さ
し
め
た
者
、
責
任
無
能
力
者
を
し
て
暴
力
を
も
つ
て
婦
女
に
封
し
狸
褻
な
行
爲
を
な
さ
し
め
た
者
は
、
重
大
な
利
盆
侵
害

　
が
あ
り
、
構
成
要
件
の
立
汲
な
充
足
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
罪
と
な
る
で
は
な
い
か
と
ま
ず
異
論
を
蓮
べ
、
次
い
で
、
フ
ラ
ン
ク
が
、
自
己
の

　
手
に
よ
る
犯
罪
以
外
の
犯
罪
、
す
な
わ
ち
『
結
果
行
爲
に
よ
る
犯
罪
』
に
の
み
間
接
正
犯
を
認
め
て
い
る
貼
を
批
剣
し
た
後
、
『
こ
の
よ
う
な
犯
罪
に
あ

　
つ
て
正
犯
者
た
る
は
、
實
定
法
が
こ
れ
を
共
犯
者
と
し
て
の
役
割
の
中
に
追
放
し
て
い
な
い
限
り
、
（
違
法
且
つ
有
責
に
）
構
成
要
件
に
該
當
す
る
結
果

　
を
惹
起
し
た
者
で
あ
る
。
（
中
略
）
構
成
要
件
に
該
當
し
た
起
因
力
は
、
從
つ
て
、
（
た
と
い
、
故
意
に
行
動
し
た
者
に
よ
つ
て
で
は
な
か
ろ
う
と
）
結

　
果
を
惹
起
し
た
者
に
直
接
蹄
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
起
因
力
が
、
こ
こ
に
正
犯
な
る
観
念
を
決
定
す
る
と
す
れ
ぼ
、
正
犯
は

　
直
接
に
構
成
要
件
か
ら
生
じ
、
間
接
正
犯
な
る
特
殊
な
構
造
は
不
必
要
と
な
る
』
と
説
明
し
、
　
『
間
接
正
犯
な
る
法
律
形
態
が
無
用
に
な
る
こ
と
に
よ

　
つ
て
、
教
義
上
困
難
だ
つ
た
理
論
の
す
ば
ら
し
い
単
純
化
が
、
牧
獲
と
し
て
特
筆
さ
れ
得
る
こ
と
と
思
う
』
と
蓮
べ
て
い
る
（
国
ω
3
旨
8
望
①

　
ヨ
博
＃
o
一
げ
舞
o
円
馨
o
錺
畠
氏
け
鷲
局
β
β
下
男
o
ψ
茜
筈
o
頃
‘
ω
●
一
一
一
｛
。
）
。



（
一
二
）
　
こ
の
鮎
に
關
し
、
ブ
ル
ン
ス
は
、
『
構
成
要
件
の
限
縮
的
解
繹
』
か
ら
出
嚢
し
、
『
債
張
的
正
犯
概
念
か
限
縮
的
正
犯
概
念
か
の
論
箏
は
、
た
だ

　
構
成
要
件
と
い
う
も
の
は
あ
る
出
來
事
の
経
過
を
も
示
す
の
で
あ
つ
て
、
あ
る
欺
懇
を
字
に
表
わ
す
こ
と
だ
け
を
示
す
も
の
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
が

　
誤
認
さ
れ
て
い
る
そ
の
理
由
か
ら
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
構
成
要
件
は
「
類
型
化
さ
れ
た
”
利
盆
侵
害
”
（
受
営
巴
R
盆
ぎ
冨
お
器
窪
く
震
『
日
属
ロ
σ
q
8
）
」

　
を
特
徴
づ
け
る
の
で
あ
つ
て
、
「
“
類
型
化
さ
れ
た
利
盆
”
の
侵
害
（
＜
R
一
9
呂
彪
ぐ
℃
巨
段
富
H
ぎ
δ
器
器
9
）
」
だ
け
を
特
徴
づ
け
る
の
で
は
な
い
。

　
も
し
「
類
型
化
さ
れ
た
利
盆
」
の
侵
害
だ
け
が
構
成
要
件
の
標
準
的
内
容
だ
と
し
た
ら
、
諸
構
成
要
件
を
、
侵
害
せ
ら
た
法
盆
の
慣
値
の
高
低
に
鷹
じ

　
て
匠
別
し
、
侵
害
の
種
類
・
方
法
に
從
つ
て
は
麗
別
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
よ
い
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
』
と
い
つ
て
、
披
張
的
正
犯

　
論
の
規
範
的
な
概
念
構
成
か
ら
攻
撃
を
開
始
し
て
い
る
（
ゆ
冒
器
”
謀
旨
デ
ュ
R
い
o
ぼ
①
ぎ
ヨ
↓
讐
訂
象
昏
ρ
這
ω
ど
ω
●
密
）
。

（
二
二
）
　
こ
の
鮎
に
關
し
、
小
野
博
士
は
、
『
現
行
法
は
共
犯
に
於
て
共
同
責
任
の
理
念
を
基
本
と
し
、
第
二
次
的
に
個
人
的
責
任
の
理
念
に
よ
つ
て
個

　
別
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
さ
う
す
れ
ば
、
教
唆
犯
及
び
帯
助
犯
は
そ
の
成
立
上
被
致
唆
者
又
は
被
帯
助
者
が
實
行
行
爲
に
出
た
こ
と

　
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
實
行
行
爲
が
な
い
間
は
教
唆
犯
又
は
帯
助
犯
と
し
て
罰
せ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
實
行
行
爲
が
あ
れ
ば
、
そ
の
實
行
者
が
可
罰

　
で
あ
る
か
ど
う
か
を
間
は
ず
、
教
唆
犯
叉
は
常
助
犯
と
し
て
罰
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
考
へ
る
こ
と
に
な
る
。
私
は
こ
の
「
限
定
さ
れ
た
從
周
形
式
」
を

　
現
行
法
の
解
繹
と
し
て
採
る
こ
と
を
得
る
と
信
ず
る
』
と
さ
九
る
（
小
野
清
一
郎
、
新
訂
刑
法
講
義
総
論
、
一
九
九
頁
以
下
）
。

（
一
四
）
も
つ
と
も
、
わ
が
國
に
お
け
る
擁
張
的
共
犯
論
者
の
中
に
は
、
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
い
わ
ゆ
る
制
限
從
局
形
態
を
認
め
る
者
は
居
な
い
。

（
一
五
）
佐
伯
干
似
、
共
犯
規
定
の
護
展
（
昭
和
九
年
）
法
學
論
叢
三
一
巻
二
號
二
五
頁
以
下
、
同
、
所
謂
共
犯
の
制
限
さ
れ
た
從
属
形
式
（
昭
和
九
年
）

　
法
學
論
叢
三
一
巻
五
號
一
頁
以
下
、
同
、
刑
法
総
論
（
昭
和
一
九
年
）
三
二
〇
頁
以
下
、
同
、
刑
法
総
論
（
昭
和
二
八
年
）
一
八
O
頁
以
下
参
照
。

（
一
六
）
　
小
野
清
一
郎
、
前
掲
、
　
一
〇
六
頁
以
下
。

三
學
読
の
批
到

　
一
　
以
上
概
説
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
い
ず
糺
の
學
説
に
よ
つ
て
も
、
一
面
、
實
行
行
爲
が
構
成
要
件
該
當
行
爲
を
意
味
し
、
他
面
、

間
接
正
犯
が
實
行
の
一
態
檬
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
。
從
つ
て
、
こ
れ
ら
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
『
問
接
正
犯
は
根
本
的
に
構
成

問
接
正
犯
に
お
け
る
犯
罪
の
實
行

一
四
七



　
　
　
　
間
接
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一
四
八

要
件
の
解
繹
問
題
で
あ
る
』
（
一
）
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
、
ま
た
、
『
犯
人
を
道
具
と
し
て
犯
罪
を
途
行
す
る
こ
と
（
身
分
な
き
者
、
目

的
な
き
者
を
利
用
し
て
身
分
犯
、
目
的
犯
を
行
う
）
は
嚴
格
な
意
味
に
お
け
る
「
自
己
の
手
に
よ
る
正
犯
」
と
ゆ
う
こ
と
は
出
來
な
い
か

も
知
れ
な
い
が
、
肚
會
生
活
の
通
念
に
お
い
て
、
こ
れ
と
自
然
力
、
道
具
、
動
物
の
利
用
と
を
同
覗
す
る
こ
と
は
、
異
質
物
の
混
入
と
し

て
一
蹴
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
不
合
理
な
も
の
で
は
な
い
』
（
二
）
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
問
接
正
犯
を
構
成
要
件
の
解

繹
問
題
と
し
て
、
し
か
く
不
合
理
な
も
の
で
な
い
結
論
が
得
ら
れ
た
か
ど
う
か
、
私
は
、
從
來
の
見
解
の
結
論
に
つ
い
て
、
し
ば
ら
く
検

討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
二
　
ま
ず
第
一
に
疑
問
と
な
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
『
身
分
な
き
故
意
あ
る
道
具
（
信
巴
5
惹
ぎ
話
一
〇
器
ω
3
一
〇
8
ω
薯
o
美
器
轟
）
』

を
道
具
と
看
倣
す
こ
と
が
安
當
か
ど
う
か
で
あ
る
。
通
読
が
、
一
方
に
お
い
て
、
正
犯
者
が
完
全
な
犯
罪
を
實
行
し
た
場
合
に
初
め
て
共

犯
が
成
立
す
る
と
い
う
極
端
從
属
形
態
を
認
め
、
他
方
に
お
い
て
、
犯
罪
實
行
の
有
無
を
構
成
要
件
該
當
性
に
よ
つ
て
決
定
す
る
と
す
れ

ば
、
客
観
的
な
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
身
分
、
及
び
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
の
目
的
を
訣
く
者
（
後
者
は
『
目
的
な
き
故
意
あ
る
道
具

八
筈
巴
畠
邑
o
器
ω
3
δ
ω
霧
薯
R
評
①
轟
V
』
と
い
わ
れ
る
）
を
介
し
て
犯
罪
を
途
行
し
た
者
は
、
絶
封
に
共
犯
者
と
せ
ら
れ
る
こ
と

な
く
、
正
犯
者
と
看
倣
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
（
三
）
。
こ
れ
は
、
通
読
に
と
つ
て
、
不
可
避
の
結
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

　
し
か
る
に
、
元
來
、
問
接
正
犯
が
正
犯
の
一
種
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
の
は
、
被
利
用
者
が
意
思
の
支
配
を
訣
く
場
合
は
物
理
的
な

意
味
で
の
道
具
を
利
用
す
る
の
と
何
等
撰
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
鮎
に
そ
の
根
嫁
を
有
し
て
い
た
。
從
つ
て
、
責
任
能
力
者
の
反
射
蓮

動
、
善
意
・
無
過
失
乃
至
過
失
の
行
動
、
責
任
無
能
力
者
の
行
爲
等
を
利
用
し
て
犯
罪
を
行
う
場
合
は
、
利
用
者
の
利
用
行
爲
と
結
果
と

の
問
に
自
然
的
な
因
果
の
流
れ
を
認
め
得
る
が
故
に
、
利
用
者
を
も
つ
て
正
犯
者
と
見
倣
す
こ
と
が
正
當
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
目
的
な
き
故
意
あ
る
道
具
は
未
だ
議
論
の
鯨
地
あ
る
に
せ
よ
、
身
分
な
き
故
意
あ
る
道
具
を
利
用
し
た
場
合
に
、
か
よ
う
な
自



然
的
な
因
果
の
流
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
公
務
員
が
非
公
務
員
た
る
妻
を
教
唆
し
て
賄
賂
を
牧
受
せ
し
め

た
場
合
と
か
、
子
が
友
人
を
教
唆
し
て
自
分
の
親
を
殺
害
せ
し
め
た
場
合
な
ど
を
見
て
わ
か
る
通
り
、
確
か
に
身
分
者
が
自
己
の
身
分
犯

を
犯
す
た
め
に
非
身
分
者
を
利
用
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
『
肚
會
生
活
の
通
念
に
お
い
て
』
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
非
身
分
者
は
被
利
用
者
で
あ
り
、
道
具
で
も
あ
る
．
し
か
し
、
そ
の
意
味
で
の
道
具
は
、
本
來
問
接
正
犯
概
念
を
構
成
し
て
き
た

道
具
の
概
念
と
異
り
は
し
な
い
か
。
ま
た
、
反
面
、
共
犯
從
属
性
の
基
礎
が
、
蹟
張
的
正
犯
論
に
お
い
て
す
ら
、
共
犯
者
と
結
果
と
の
間

に
、
規
範
に
從
つ
て
行
爲
す
る
能
力
の
あ
る
人
格
の
介
在
を
認
め
た
鮎
に
求
め
ら
れ
、
共
犯
者
の
行
動
か
ら
襲
し
た
因
果
の
流
れ
は
、
こ

の
よ
う
な
正
犯
者
の
介
在
に
よ
つ
て
、
理
論
上
、
一
感
中
断
す
る
と
解
せ
ら
れ
る
限
り
、
責
任
能
力
あ
り
故
意
あ
る
人
格
　
　
規
範
に
從

つ
て
行
爲
す
る
こ
と
を
現
實
に
期
待
し
得
る
人
格
f
が
、
ど
う
し
て
軍
に
身
分
を
有
す
る
と
い
う
理
由
で
、
利
用
者
の
行
動
か
ら
護
す

る
因
果
の
流
れ
を
中
断
せ
ず
、
從
つ
て
共
犯
か
ら
除
外
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
人
格

を
利
用
し
た
者
が
、
ど
う
し
て
正
犯
と
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
四
）
。

第
二
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
通
説
が
、
責
任
無
能
力
者
を
利
用
す
る
場
合
を
こ
と
ご
と
く
問
接
正
犯
の
事
例
と
す
る
こ
と
の
當
否
で

あ
る
。
間
接
正
犯
の
場
合
に
被
利
用
者
に
つ
き
要
求
せ
ら
れ
る
責
任
性
は
、
非
難
も
し
く
は
非
難
可
能
性
の
有
無
と
い
う
規
範
的
な
側
面

か
ら
論
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
軍
に
非
難
の
前
提
と
な
つ
て
い
る
遽
法
性
の
意
識
の
有
無
と
い
う
純
心
理
的
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
ま
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
間
接
正
犯
の
場
合
に
は
、
共
犯
の
場
合
ー
も
つ
と
も
、
そ

れ
は
、
極
端
從
属
形
態
を
正
嘗
と
す
る
通
説
の
立
場
か
ら
論
じ
た
共
犯
の
場
合
で
あ
る
が
ー
と
は
逆
に
、
被
利
用
者
が
規
範
的
非
難
を

受
け
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
實
は
ど
う
で
も
よ
く
、
た
だ
非
難
を
蹄
属
さ
せ
る
前
提
と
し
て
の
責
任
能
力
・
責
任
條
件
が
、
心
理
歌

態
の
程
度
の
標
準
と
し
て
、
被
利
用
者
に
つ
き
要
求
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
刑
法
は
、
行
爲
者
を
非
難
す
る
た
め
の
前
提
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を
、
一
般
的
に
、
法
上
の
擬
制
と
し
て
決
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
十
四
歳
未
満
の
者
は
、
す
べ
て
刑
法
上
の
責
任
を
負
う
能
力
の
な
い

も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
十
四
歳
未
満
の
者
が
、
絶
封
に
、
現
實
に
結
果
の

違
法
性
を
意
識
し
つ
つ
當
該
結
果
の
護
生
を
意
欲
し
た
上
で
行
爲
に
出
る
こ
と
の
不
可
能
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
果
し
て
し
か
ら

ば
、
こ
の
よ
う
な
行
爲
者
の
心
理
欺
態
が
問
題
と
な
る
間
接
正
犯
の
場
合
に
お
い
て
は
、
十
四
歳
と
い
う
法
上
の
枠
は
破
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
か
、
共
犯
が
成
立
す
る
か
は
、
個
別
的
事
案
に
つ
い
て
決
定
す
べ
き
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
（
五
）
。

　
第
三
に
指
摘
せ
ら
れ
る
の
は
、
通
説
の
用
い
る
道
具
理
論
が
、
必
ず
し
も
共
犯
と
間
接
正
犯
と
の
区
別
を
明
瞭
に
し
て
い
な
い
と
い
う

黙
で
あ
る
。
例
え
ば
、
使
用
者
に
お
い
て
、
被
使
用
者
に
責
任
能
力
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
責
任
無
能
力
者
と
考
え
て
こ
れ
を
使
咳
し

た
と
こ
ろ
が
、
結
果
襲
生
の
後
で
、
實
は
責
任
能
力
者
で
あ
る
こ
と
が
到
明
し
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
使
用
者
の
主
翻
の
面
か
ら
考

え
る
と
、
問
接
正
犯
が
成
立
し
、
そ
の
使
咳
行
爲
か
ら
は
、
結
果
に
直
結
す
る
因
果
の
流
れ
が
護
生
し
た
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
客

齪
的
に
考
察
し
て
み
る
と
、
犯
罪
の
實
現
に
向
け
ら
れ
た
爾
者
の
意
思
の
疎
通
は
立
派
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
疑
い
な
く
、
教
唆
犯
が

成
立
し
た
こ
と
に
な
り
、
從
つ
て
、
使
用
者
の
使
咳
行
爲
か
ら
襲
し
た
因
果
の
流
れ
は
、
被
使
用
者
の
行
爲
を
ま
つ
て
初
め
て
結
果
に
結

合
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
被
使
用
者
が
犯
罪
行
爲
に
出
な
か
つ
た
場
合
、
前
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
使
用
者
が
未
途
の
責
を
負
う
こ
と

に
な
り
、
後
者
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
教
唆
の
未
遂
は
犯
罪
に
な
ら
な
い
か
ら
、
何
等
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
一
髄
、
い
ず
れ
の

犯
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
六
）
。

　
三
　
通
読
に
深
く
根
ざ
す
こ
の
よ
う
な
困
難
を
救
う
べ
き
使
命
を
塘
つ
て
、
鑛
張
的
正
犯
論
と
蹟
張
的
共
犯
論
と
が
通
読
と
同
じ
地
盤

か
ら
登
場
し
た
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
爾
學
説
に
も
、
髄
系
的
訣
陥
が
見
受
け
ら
れ
る
。



　
蹟
張
的
正
犯
論
の
基
礎
は
、
構
成
要
件
を
行
爲
類
型
と
見
ず
、
結
果
類
型
と
解
す
る
鮎
に
あ
つ
た
（
七
）
。
そ
れ
故
、
こ
の
立
場
に
よ
れ

ば
、
構
成
要
件
該
嘗
の
結
果
を
惹
起
す
る
力
は
、
す
べ
て
同
贋
燈
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
た
と
い
、
メ
ツ
ガ
ー
の
ご
と
く
、
責
任
の
齪

鮎
か
ら
法
的
重
要
性
あ
る
も
の
を
そ
の
中
か
ら
拾
い
上
げ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
範
園
内
で
は
、
依
然
、
力
相
互
間
の

贋
値
の
匠
分
は
不
可
能
で
あ
る
。
從
つ
て
、
各
實
行
者
の
蓮
法
性
は
等
し
い
と
い
う
不
合
理
な
結
論
が
生
ま
れ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
、
構
成
要
件
該
當
の
結
果
を
惹
起
す
る
諸
力
が
同
贋
値
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
規
が
正
犯
の
中
か
ら
共
犯
を
特
に

拾
い
上
げ
た
こ
と
の
根
撮
が
薄
弱
と
な
る
。
も
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
正
犯
と
從
犯
と
を
匠
別
す
る
理
由
は
見
當
ら
な

い
。
從
つ
て
、
解
繹
論
と
し
て
は
不
適
営
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
共
犯
規
定
の
置
か
れ
た
理
由
が
、
行
爲
者
と
結
果
と
の
問
に

規
範
意
識
の
あ
る
人
格
の
介
在
を
認
め
た
か
ら
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
身
分
な
き
故
意
あ
る
道
具
を
利
用
し
た
者
を
共
犯
の
中
に
と
り
入
れ

な
か
つ
た
こ
と
の
理
由
が
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
四
　
横
張
的
共
犯
論
の
主
張
者
も
、
問
接
正
犯
の
一
切
を
共
犯
中
に
解
消
し
壷
す
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。
こ
の
學
読
の
結
論
は
支
持

し
得
る
に
し
て
も
、
そ
の
理
由
づ
け
が
妥
當
で
な
い
。
小
野
博
士
は
、
教
唆
者
乃
至
は
使
用
者
の
行
爲
が
構
成
要
件
行
爲
と
し
て
評
償
さ

れ
る
場
合
に
は
間
接
正
犯
が
成
立
し
、
し
か
ら
ざ
る
場
合
に
は
教
唆
犯
が
成
立
す
る
と
主
張
し
て
お
ら
れ
る
が
（
八
）
、
爾
者
に
『
定
型
的

差
異
』
（
九
）
の
あ
る
こ
と
を
読
明
す
る
原
理
が
、
さ
ら
に
必
要
で
は
あ
る
ま
い
か
（
一
〇
）
。

　
ま
た
、
蹟
張
的
共
犯
論
者
は
、
刑
法
第
二
四
四
條
が
可
罰
的
違
法
性
を
訣
く
行
爲
に
封
し
て
共
犯
の
有
効
な
成
立
を
認
め
て
い
る
馳
を

一
歩
進
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
身
分
な
き
故
意
あ
る
道
具
の
利
用
の
場
合
を
共
犯
中
に
包
掻
す
る
こ
と
に
一
懸
成
功
し
た
（
二
）
。
し
か

し
、
共
犯
規
定
の
用
い
る
『
犯
罪
の
實
行
』
と
い
う
概
念
の
中
で
は
、
可
罰
的
蓮
法
類
型
睡
構
成
要
件
は
、
二
重
の
役
割
を
果
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
遽
法
類
型
乃
至
は
蓮
法
性
の
徴
謹
と
し
て
の
役
割
で
あ
リ
、
第
二
は
實
行
概
念
の
基
礎
と
し
て
の
役
割
で
あ
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間
接
正
犯
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犯
罪
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一
五
二

る
。
從
つ
て
、
右
の
よ
う
に
構
成
要
件
要
素
を
訣
く
行
爲
も
蓮
法
行
爲
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
正
し
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
正
犯

行
爲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
正
犯
者
は
、
犯
罪
を
『
實
行
』
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
構
成
要
件
の
中
核

た
る
行
爲
を
行
う
と
同
時
に
、
一
切
の
構
成
要
件
要
素
を
充
足
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
故
、
蹟
張
的
共
犯
論
の
立
場

も
、
身
分
な
き
故
意
あ
る
道
具
の
利
用
の
場
合
を
再
び
問
接
正
犯
の
中
に
引
き
戻
す
か
、
さ
も
な
く
ば
、
從
來
の
實
行
概
念
を
改
め
る
か

の
二
者
澤
一
の
窮
地
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
一
）
　
小
野
清
一
郎
、
新
訂
刑
法
講
義
総
論
、
　
一
〇
六
頁
。

（
二
）
　
瀧
川
幸
辰
、
改
訂
犯
罪
論
序
説
、
二
二
二
頁
。

（
三
）
ド
イ
ッ
に
お
け
る
學
説
の
多
く
は
、
身
分
な
き
故
意
あ
る
道
具
を
利
用
す
る
者
を
も
つ
て
、
間
接
正
犯
者
と
し
て
い
る
。
参
照
、
例
え
ば
、
　
罫
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a
斡
わ
が
國
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
大
場
茂
馬
、
刑
法
総
論
下
巻
（
大
正
七
年
）
一
〇
二
〇
頁
以
下
、
安
耶
政
吉
、
改
正
刑
法
総
論
　
（
昭
和
二
三

　
年
）
三
四
五
頁
以
下
、
瀧
川
幸
辰
、
葡
偶
、
同
頁
。

（
四
）
　
同
旨
、
佐
伯
干
似
、
刑
法
総
論
（
昭
和
一
九
年
）
三
五
一
頁
註
一
、
同
、
刑
法
総
論
（
昭
和
二
八
年
）
一
八
一
頁
以
下
、
井
上
正
治
、
刑
法
學
（
総

　
則
）
（
昭
和
二
六
年
）
二
二
〇
頁
以
下
、
植
田
重
正
、
共
犯
の
基
本
問
題
（
昭
和
二
七
年
）
八
九
頁
以
下
。
な
お
、
草
野
豹
一
郎
、
共
犯
の
濁
立
性
（
昭

　
和
二
五
年
）
刑
法
改
正
上
の
重
嬰
問
題
二
八
三
頁
註
六
五
が
、
同
様
の
批
判
を
提
起
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
段
に
こ
れ
を
述
べ
る
。

（
五
）
同
旨
、
小
野
清
一
郎
、
前
揚
、
一
〇
六
頁
、
植
田
重
正
、
前
揚
、
九
六
頁
以
下
、
準
場
安
治
、
刑
法
理
論
學
（
昭
和
二
五
年
）
一
コ
九
頁
、
同
、

　
刑
法
総
論
講
義
（
昭
和
二
七
年
）
一
五
二
頁
。

（
六
）
　
参
照
、
牧
野
英
一
、
重
訂
日
本
刑
法
上
巻
、
四
六
五
頁
以
下
。

（
七
）
前
段
　
　
　
頁
註
一
二
参
照
。



（
八
）
　
小
野
清
一
郎
、
前
掲
、
同
頁
。

（
九
）
　
小
野
清
一
郎
、
前
掲
、
同
頁
。

（
一
〇
）
　
小
野
博
士
に
よ
れ
ば
、
こ
の
原
理
は
、
結
局
、
博
士
の
い
わ
れ
る
『
健
全
な
國
民
的
道
義
観
念
』
と
匹
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

　
よ
う
な
流
動
的
な
概
念
を
間
接
正
犯
者
に
お
け
る
構
成
要
件
該
雷
性
の
解
繹
の
標
準
に
ま
で
す
る
こ
と
は
委
嘗
で
な
く
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
間
接
正
犯

　
に
お
け
る
犯
罪
實
行
の
有
無
を
決
定
す
べ
き
理
論
的
標
準
が
、
他
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
二
）
佐
伯
干
似
、
所
謂
共
犯
の
制
限
さ
れ
た
從
場
形
式
、
上
掲
一
頁
以
下
、
特
に
三
六
頁
以
下
、
同
、
刑
法
総
諭
（
昭
和
一
九
年
）
三
五
一
頁
註
一

　
参
照
。
小
野
博
士
の
見
解
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。

四
若
干
の
提
言

　
幽
　
右
に
見
た
よ
う
に
、
通
読
に
存
す
る
困
難
を
救
う
た
め
に
正
犯
概
念
の
修
正
を
試
み
た
蹟
張
的
正
犯
論
も
、
共
犯
概
念
の
修
正
を

企
て
た
蹟
張
的
共
犯
論
も
、
共
に
こ
れ
を
探
用
し
得
な
い
と
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
客
観
説
に
残
さ
れ
た
解
決
の
道
は
、
や
は
り
、
爾
概
念

を
修
正
す
る
以
外
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
爾
學
説
の
ほ
か
、
正
犯
概
念
を
修
正
す
る
道
を
行
く
の
は
、
目
的
的
行
爲
論
に
基
づ

く
行
爲
支
配
説
で
あ
り
、
共
犯
概
念
を
修
正
す
る
道
を
行
く
の
は
、
共
同
意
思
主
膣
説
で
あ
る
。

　
二
　
共
同
意
思
主
瞠
説
は
、
最
も
適
切
に
、
身
分
な
き
故
意
あ
る
道
具
を
利
用
す
る
場
合
を
共
犯
中
に
と
り
込
む
こ
と
の
で
き
る
學
説

で
あ
ろ
う
。
草
野
教
授
は
、
共
犯
連
帯
性
の
立
場
か
ら
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
お
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
『
「
資
格
な
き
故
意
あ
る
道
具
」

な
ど
云
ふ
こ
と
ほ
ど
、
凡
そ
意
味
の
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
私
は
夙
に
、
刑
法
第
六
十
五
條
第
一
項
の
規
定
が
存
し
て
、
非
公

務
員
が
公
務
員
と
公
務
員
な
る
身
分
に
因
つ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪
を
共
同
し
て
行
ふ
と
云
ふ
意
思
連
絡
の
下
に
一
髄
と
な
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
公
務
員
た
る
身
分
を
取
得
す
る
も
の
と
看
倣
さ
る
る
以
上
、
公
務
員
が
非
公
務
員
に
情
を
明
か
し
て
其
の
職
務
に
關
し
虚
偶
の
文
書
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一
五
四

を
作
成
せ
し
め
た
る
場
合
に
於
て
は
、
非
公
務
員
が
刑
法
第
百
五
十
六
條
の
實
行
正
犯
を
以
て
慮
罰
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主

張
し
て
居
る
の
で
あ
る
』
（
一
）
と
。
け
だ
し
、
共
同
意
思
主
膣
読
よ
り
す
れ
ば
、
犯
罪
を
實
行
す
る
も
の
は
、
共
同
意
思
主
髄
で
あ
る
か

ら
、
共
同
意
思
主
腫
に
一
定
の
身
分
が
具
備
し
て
い
る
場
合
に
は
、
當
該
身
分
に
よ
り
構
成
す
べ
き
犯
罪
を
實
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
、
構
成
員
の
う
ち
の
一
人
以
上
が
身
分
を
有
し
て
い
さ
え
す
れ
ば
も
つ
て
足
る
と
考
え
ら
れ
る
（
二
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
も
、
共
同
正
犯
の
場
合
に
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
教
唆
犯
・
從
犯
の
場
合
に
は
、
解
繹
論
上
認

め
ら
れ
な
い
と
い
う
批
到
が
起
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
共
犯
現
象
成
立
の
間
題
と
、
各
人
の
蹄
責
乃
至
は
威
罰
の
問
題
と
を
峻
別

し
、
ま
ず
、
一
定
の
結
果
に
封
す
る
關
與
者
の
主
翻
並
び
に
事
實
上
の
寄
與
の
方
法
、
程
度
等
を
検
討
し
て
、
當
該
結
果
を
襲
生
せ
し
め

た
共
同
意
思
主
髄
の
限
界
を
定
め
る
こ
と
が
共
犯
成
立
上
の
問
題
で
あ
る
と
し
、
次
い
で
、
各
人
の
意
思
、
共
同
意
思
主
髄
に
お
け
る
地

位
或
い
は
行
動
の
態
様
等
に
慮
じ
て
、
共
同
正
犯
、
教
唆
犯
、
從
犯
の
別
を
定
め
、
さ
ら
に
各
人
に
つ
い
て
個
人
的
事
情
を
顧
慮
す
る
こ

と
が
慮
罰
上
の
間
題
で
あ
る
と
す
る
限
り
（
三
）
、
非
身
分
者
も
、
身
分
を
有
す
る
共
同
意
思
主
髄
の
一
員
で
あ
り
、
そ
の
行
動
が
共
同
意

思
主
髄
の
犯
罪
實
行
の
中
に
織
り
込
ま
れ
る
以
上
、
當
該
身
分
犯
を
實
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
從
つ
て
、
そ
れ
に

封
す
る
教
唆
犯
・
從
犯
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
三
　
最
後
に
残
さ
れ
た
道
は
、
從
來
の
實
行
概
念
を
修
正
し
、
新
た
な
正
犯
概
念
を
作
り
上
げ
た
行
爲
支
配
読
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の

見
解
を
主
張
す
る
學
者
は
、
亥
の
よ
う
に
読
く
、
『
私
は
「
自
己
の
手
に
よ
る
實
行
」
に
換
え
る
に
「
構
成
要
件
該
當
の
行
爲
支
配
」
を
も

つ
て
し
た
い
と
思
う
。
自
分
自
身
の
畢
動
に
よ
つ
た
か
ど
う
か
は
事
實
的
な
態
様
で
あ
つ
て
未
だ
法
的
に
重
要
で
な
い
。
法
的
に
意
味
が

あ
る
の
は
一
定
の
所
爲
が
彼
の
「
は
た
ら
き
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
す
叫
、
に
事
實
的
に
は
道
具
を
使
用
す
る
態
様
、
動
物
を
使
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ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

用
す
る
態
様
も
利
用
者
の
は
た
ら
き
と
見
ら
れ
る
以
上
人
の
畢
動
を
利
用
す
る
態
様
も
利
用
者
の
は
た
ら
き
と
見
る
こ
と
は
一
が
い
に
否



定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
他
人
の
畢
動
が
何
故
に
自
己
の
は
た
ら
き
と
見
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
他
人
の
畢
動
を
自
己
の

行
爲
の
一
部
と
し
て
利
用
支
配
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
共
犯
と
て
も
他
人
の
畢
動
を
自
己
の
犯
罪
の
因
果
關
係
の
一
部
と

し
て
利
用
し
て
い
る
と
の
反
論
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
共
犯
は
他
人
の
意
思
支
配
を
通
じ
て
の
間
接
の
結
果
到
達
で
あ
る
の
に
封
し
、
正

犯
は
意
思
支
配
を
持
た
ぬ
他
人
を
道
具
と
す
る
直
接
の
結
果
到
達
で
あ
る
』
（
四
）
。

　
行
爲
支
配
と
い
う
概
念
を
正
犯
概
念
の
構
成
に
使
用
す
る
見
解
は
、
す
で
に
限
縮
的
正
犯
概
念
を
強
調
し
た
ブ
ル
ン
ス
に
お
い
て
現
わ

れ
て
い
る
が
（
五
）
、
別
個
の
新
ら
し
い
犯
罪
論
髄
系
の
一
滴
用
と
し
て
行
爲
支
配
を
説
く
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
目
的
的
行
爲
論
（
嘗
巴
①

頃
弩
亀
目
鵯
冨
ぼ
o
）
の
立
場
で
あ
る
。
目
的
的
行
爲
論
の
骨
子
と
な
る
も
の
は
、
そ
の
名
の
示
す
よ
う
に
、
行
爲
論
の
概
念
構
成
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
目
的
的
行
爲
論
は
、
從
來
の
通
説
が
、
犯
罪
概
念
を
構
成
す
る
一
要
素
と
し
て
の
行
爲
を
、
二
つ
の
異
質
的

な
構
成
部
分
、
す
な
わ
ち
、
一
面
に
お
い
て
は
、
意
思
決
定
に
基
づ
く
外
的
な
起
因
過
程
、
他
面
に
語
い
て
は
、
主
観
的
な
意
思
内
容
と

の
二
つ
に
分
裂
さ
せ
、
行
爲
の
本
質
を
も
つ
て
、
意
思
の
内
容
は
問
わ
な
い
、
盲
目
的
な
意
思
實
現
・
結
果
招
來
の
過
程
で
あ
る
と
し
た

鮎
を
そ
の
批
到
の
封
象
と
し
、
人
問
の
行
爲
が
自
然
現
象
と
異
る
の
は
、
一
定
の
目
標
を
持
つ
た
意
思
が
、
因
果
律
の
豫
測
の
下
に
、
目

標
に
向
け
ら
れ
た
因
果
の
流
れ
を
利
用
・
支
配
し
、
一
定
の
結
果
を
惹
起
す
る
尉
に
存
す
る
と
主
張
す
る
。
從
つ
て
、
行
爲
の
目
的
性
と

い
う
も
の
は
、
こ
の
説
に
あ
つ
て
は
、
行
爲
自
髄
に
含
ま
れ
た
特
性
に
ほ
か
な
ら
ず
、
『
刑
法
も
、
こ
の
よ
う
な
目
的
活
動
と
い
う
意
味

で
の
行
爲
だ
け
を
そ
の
封
象
と
し
て
い
る
』
（
六
）
と
す
る
（
七
）
。

　
從
つ
て
、
目
的
的
行
爲
論
に
ょ
る
正
犯
概
念
巽
行
爲
者
概
念
は
、
當
然
、
正
犯
者
の
行
爲
の
目
的
性
に
根
篠
を
置
く
。
こ
の
學
読
の
主

張
者
が
、
ほ
こ
ら
か
に
（
八
）
、
違
法
論
中
で
展
開
す
る
の
が
（
九
）
、
こ
の
目
的
的
正
犯
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
等
は
、
行
爲
を
、
故

意
行
爲
と
過
失
行
爲
と
の
二
つ
に
分
け
て
、
各
々
に
つ
き
別
個
の
理
論
構
成
を
し
て
い
る
の
に
併
行
し
て
（
一
〇
）
、
正
犯
を
も
、
故
意
の

　
　
　
　
間
接
正
犯
に
蔚
け
る
犯
罪
の
實
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五



　
　
　
　
断
接
正
犯
に
お
け
る
犯
罪
の
費
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六

正
犯
と
過
失
の
正
犯
と
に
匠
別
す
る
。
そ
し
て
、
各
々
に
つ
き
、
各
々
の
性
格
及
び
共
犯
と
の
相
違
を
述
べ
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
、
『
ω

過
失
の
正
犯
は
、
可
避
的
な
結
果
の
惹
起
で
あ
る
。
避
け
得
た
仕
方
で
他
人
の
死
の
原
因
と
な
つ
た
各
人
は
、
二
二
二
條
（
過
失
殺
人
罪
）

の
正
犯
者
で
あ
る
。
可
避
的
な
共
同
原
因
の
各
形
式
は
、
過
失
の
正
犯
で
あ
る
。
從
つ
て
、
過
失
の
犯
罪
の
領
域
に
は
、
共
犯
は
存
在
し

な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
も
ま
た
、
可
避
的
な
共
同
起
因
で
あ
り
、
從
つ
て
過
失
正
犯
だ
か
ら
で
あ
る
。
ω
故
意
行
爲
の
正
犯
者
は
、
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
結
果
を
惹
起
し
た
者
に
止
ま
ら
ず
、
目
的
を
意
識
し
て
行
爲
を
支
配
す
る
者
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
正
犯
者
と
い
う
概
念
は
、
各

々
の
他
人
の
關
與
に
關
す
る
目
的
的
行
爲
支
配
（
旨
巴
①
臼
緯
冨
旨
零
ぎ
諌
）
と
い
う
要
素
か
ら
生
じ
て
く
る
。
教
唆
者
及
び
帯
助
者

は
、
行
爲
を
支
配
す
る
の
で
な
く
、
行
爲
へ
の
決
意
を
鼓
舞
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
、
或
い
は
行
爲
の
途
行
に
當
つ
て
蓄
助
し
た
に
す
ぎ
な

い
』
（
二
）
と
。

　
こ
の
よ
う
に
、
正
犯
と
狭
義
の
共
犯
た
る
教
唆
犯
・
從
犯
を
分
つ
要
素
、
從
つ
て
正
犯
概
念
の
特
色
を
な
す
要
素
は
、
目
的
的
行
爲
論

に
よ
れ
ば
、
目
的
的
行
爲
支
配
と
い
う
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
一
二
）
。
從
つ
て
、
間
接
正
犯
の
理
論
も
、
こ
の
目
的
的
行
爲
支
配
の
原

理
か
ら
出
襲
す
る
の
で
あ
る
。

　
四
　
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
間
接
正
犯
な
る
題
下
で
、
次
の
よ
う
に
い
う
、
『
正
犯
者
は
、
行
爲
を
、
原
則
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
段
階
に

お
い
て
、
自
己
の
手
に
よ
つ
て
途
行
す
る
こ
と
は
必
要
で
な
く
、
彼
は
、
こ
れ
に
反
し
て
、
機
械
的
な
道
具
を
利
用
し
得
る
と
同
檬
に
、

第
三
者
の
行
動
を
も
自
分
の
目
的
に
織
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
彼
が
、
そ
の
際
に
、
自
分
自
身
第
三
者
と
は
反
封
に
、

完
全
な
行
爲
支
配
を
持
綾
し
得
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
第
三
者
は
、
自
分
を
行
爲
へ
と
喚
起
せ
し
め
た
黒
幕
（
田
暮
R
目
窪
ω
3
）

に
は
存
す
る
が
自
分
に
は
正
犯
者
た
る
に
必
要
な
前
提
の
う
ち
の
一
つ
が
訣
け
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
「
道
具
」
に
止
ま
る
』
と
（
一
三
）
。

と
こ
ろ
が
、
行
爲
支
配
の
こ
の
よ
う
な
形
式
的
把
握
を
も
つ
て
し
て
は
、
目
的
的
行
爲
論
に
よ
つ
て
も
、
通
説
に
存
す
る
困
難
は
、
依
然



救
濟
さ
れ
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
行
爲
支
配
と
い
う
観
念
を
、
具
膿
的
・
實
質
的
に
把
握
す
る
な
ら
ば
、
身

分
な
き
故
意
あ
る
道
具
を
利
用
し
た
者
は
、
目
的
的
行
爲
支
配
を
持
ち
得
な
い
、
從
つ
て
、
こ
の
場
合
、
間
接
正
犯
の
成
立
は
認
め
得
な

い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
確
か
に
被
使
用
者
に
は
そ
の
よ
う
な
正
犯
た
る
に
必
要
な
前
提
が
訣
け
て
は
い
る
も
の
の
、
問

接
正
犯
の
成
立
不
成
立
に
は
、
被
使
用
者
に
封
す
る
刑
法
的
贋
値
判
断
が
關
係
す
る
の
で
は
な
く
て
、
道
具
の
刑
法
的
意
味
に
お
け
る
心

理
状
態
が
問
題
で
あ
る
と
解
す
る
限
り
、
そ
れ
ら
の
前
提
が
訣
け
て
い
る
こ
と
は
問
題
で
な
く
、
被
使
用
者
に
目
的
的
行
爲
支
配
が
認
め

ら
れ
、
從
つ
て
使
用
者
に
行
爲
支
配
あ
り
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
（
一
四
）
。

　
し
か
も
、
私
は
、
こ
の
目
的
的
行
爲
支
配
と
い
う
観
念
は
、
決
し
て
、
共
犯
論
に
お
け
る
共
同
意
思
主
髄
読
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は

な
い
と
考
え
る
（
一
五
）
。
否
、
む
し
ろ
、
共
同
意
思
主
髄
説
に
横
た
わ
る
種
々
の
難
問
を
解
決
す
る
の
に
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
か
と
さ

え
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
共
同
意
思
主
艦
の
行
爲
と
各
構
成
員
の
行
動
と
の
關
係
と
か
、
各
構
成
員
、
な
か
ん
ず
く
現
實
の
實
行
に
出
な

い
共
謀
共
同
正
犯
者
の
可
罰
根
嫁
の
説
明
に
役
立
つ
黙
な
ど
で
あ
る
。

　
　
（
一
）
　
草
野
豹
一
郎
、
共
犯
の
獅
立
性
、
上
掲
二
八
三
頁
註
六
五
。
な
お
、
同
、
刑
法
総
則
講
義
、
ニ
ニ
四
頁
蓼
照
。

　
　
（
二
）
　
犯
罪
共
同
説
を
採
る
學
者
に
お
い
て
も
、
共
同
正
犯
の
場
合
に
、
す
で
に
個
々
の
共
犯
者
の
所
爲
そ
れ
自
燈
が
構
成
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
は
要

　
　
　
求
し
得
ず
、
共
犯
者
の
所
鵬
全
盤
を
合
一
し
て
初
め
て
そ
こ
に
構
成
要
件
の
充
足
を
認
め
て
い
る
以
上
、
ど
う
し
て
、
六
十
五
條
一
項
に
よ
り
非
身
分

　
　
　
者
も
共
同
正
犯
者
た
り
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
（
参
照
、
小
野
溝
一
郎
、
新
訂
刑
法
講
義
総
論
、
一
二
五
頁
、
瀧
川
幸
辰
、
改
訂
犯
罪
論
序
説
、
二
五

　
　
　
四
頁
以
下
、
小
野
慶
二
、
共
犯
と
身
分
・
昭
和
二
七
年
・
刑
事
法
講
座
四
九
五
頁
参
照
）
。
も
し
、
非
身
分
者
は
共
同
正
犯
者
た
り
得
な
い
と
す
れ
ば
、

　
　
　
身
分
な
き
故
意
あ
る
道
具
を
利
用
す
る
者
は
、
絶
封
に
共
犯
者
た
り
得
ず
、
ま
た
、
前
述
し
た
理
由
に
・
瓜
り
、
絶
封
に
正
犯
者
た
り
得
な
い
か
ら
、
無

　
　
　
罪
と
い
う
不
合
理
な
結
論
が
生
ま
れ
る
。

　
　
（
三
）
　
こ
の
鮎
に
關
し
て
は
、
齊
藤
教
授
が
、
近
く
、
新
ら
し
い
『
共
犯
成
立
上
の
一
艦
性
』
の
立
場
よ
り
、
解
明
を
試
み
ら
れ
る
豫
定
で
あ
る
（
参
照
、

　
　
　
齊
藤
金
作
、
共
犯
理
論
の
研
究
・
近
刊
）
。

　
　
　
　
　
間
接
正
犯
に
お
け
る
犯
罪
の
實
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七



闇
接
正
犯
に
齢
け
る
犯
罪
の
實
行

一
五
八

（
四
）
　
李
場
安
治
、
刑
法
総
諭
講
義
、
一
五
〇
頁
以
下
。
同
旨
、
刑
法
理
論
學
、
二
一
八
頁
以
下
。

（
五
）
　
ブ
ル
ン
ス
は
、
實
行
概
念
の
構
成
に
當
つ
て
、
和
當
因
果
關
係
を
顧
慮
し
つ
つ
、
『
行
爲
支
配
の
可
能
性
（
寓
σ
臓
凶
3
冨
津
傷
R
↓
餌
島
o
羅
ω
o
詳
ε
』

　
な
る
観
念
を
用
い
た
（
閃
暑
房
｝
国
葺
鱒
自
舞
い
o
ぼ
。
ぎ
ヨ
↓
象
ぴ
9
冨
＆
”
ψ
認
い
）
。
な
お
、
こ
の
見
解
を
批
判
す
る
は
、
小
野
清
一
郎
、
構
成

　
要
件
論
の
一
研
究
（
昭
和
一
三
年
）
法
學
評
論
上
九
八
頁
以
下
、
特
に
一
〇
五
頁
。

（
六
）
譲
①
即
9
U
器
牙
三
8
ぽ
oo
貫
鑑
器
3
ニ
ロ
器
ぎ
窪
0
2
昌
店
昌
σ
q
o
♂
ド
＞
島
●
｝
一
漣
O
”
oo
・
8
・

（
七
）
≦
o
一
器
ど
勲
勲
ρ
¢
曽
に
、
目
的
的
行
爲
論
に
お
け
る
人
間
像
が
、
巧
み
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
八
）
譲
o
即
9
勲
勲
ρ
幹
零
参
照
。

（
九
）
　
正
犯
概
念
が
違
法
論
中
で
と
り
扱
わ
れ
る
の
は
、
目
的
的
行
爲
概
念
の
本
質
上
、
當
然
の
館
結
で
あ
る
、
何
故
な
ら
、
『
確
か
に
違
法
は
個
人
的

　
な
性
格
だ
か
ら
』
　
（
薫
o
一
器
㌍
勲
勲
ρ
ψ
鵠
）
。

（
一
〇
）
目
的
的
行
爲
論
に
よ
つ
て
は
、
故
意
行
爲
と
過
失
行
爲
と
は
、
結
局
行
爲
な
る
上
位
概
A
．
心
の
下
に
統
一
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
非
難
が
、

　
目
的
的
行
爲
論
に
浴
び
せ
ら
れ
る
最
大
の
非
難
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
自
身
も
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
、
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
、
メ
ツ
ガ
ー
、
二
ー
ゼ
等
の
批

　
判
を
檎
討
し
た
後
、
最
近
に
至
つ
て
は
、
最
初
の
見
解
（
ω
言
良
φ
昌
昌
ヨ
ω
協
富
ヨ
伽
9
00
一
量
｛
器
魯
貫
N
望
≦
ω
阜
q
o
o
｝
一
8
0
”
ψ
お
一
宍
脚
U
3

　
留
9
鴇
ザ
O
ω
q
鑑
話
魯
二
昌
の
①
ぎ
曾
0
2
昌
畠
昌
σ
q
Φ
戸
ド
》
縄
炉
一
逡
O
脚
¢
目
象
o
臨
冨
ぴ
＝
昏
色
口
口
鵯
一
〇
ぼ
ρ
ご
お
等
に
表
わ
れ
て
い
る
）
を

　
修
正
し
た
（
U
器
記
諾
望
崔
亀
窃
ω
霞
鑑
『
9
窪
器
遂
8
B
即
這
認
に
表
わ
れ
て
い
る
）
。
し
か
し
、
こ
の
修
正
を
も
つ
て
し
て
も
、
從
來
の
非
難
は

　
免
れ
な
い
と
せ
ら
れ
て
い
る
（
ζ
巴
げ
o
密
び
U
9
＝
胃
色
q
口
o
q
の
び
濃
ユ
中
一
旨
く
震
ぼ
o
＆
窪
脇
遂
δ
β
ご
器
”
ψ
自
・
繭
田
耶
、
同
的
的
行
爲
論
に
つ

　
い
て
・
昭
和
二
八
年
・
紳
戸
純
濟
大
學
創
立
五
〇
周
年
記
念
論
丈
集
コ
壬
二
頁
以
下
参
照
）
。
わ
が
閣
に
お
い
て
目
的
的
行
爲
論
を
最
も
強
く
主
張
す

　
る
卒
場
助
教
授
は
、
故
意
行
爲
と
過
失
行
爲
と
を
共
に
行
爲
概
念
中
に
包
括
す
る
道
を
勉
郷
さ
れ
、
過
失
行
爲
を
行
爲
か
ら
放
逐
し
て
、
こ
れ
を
不
行

　
爲
と
特
徴
づ
け
て
お
ら
れ
る
（
刑
法
に
お
け
る
行
爲
概
念
と
行
爲
論
の
地
位
・
昭
和
二
六
年
・
刑
事
法
の
理
論
と
現
實
⑭
三
三
頁
以
下
、
刑
法
総
論
講

　
義
、
四
三
頁
以
下
参
照
）
。

（
一
一
）
　
≦
①
一
器
一
｝
飴
●
餌
●
ρ
ω
．
鵠
．

（
一
二
）
　
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ぱ
、
行
爲
を
目
的
的
に
支
配
す
る
者
と
は
、
行
爲
を
自
己
の
意
思
決
定
に
基
づ
い
て
合
目
的
的
に
途
行
す
る
者
と
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
さ
れ
て
い
る
（
≦
〇
一
器
だ
勲
勲
ρ
ω
●
＄
）
。
亭
場
助
教
授
に
よ
れ
ば
、
『
支
配
と
は
意
思
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
然
し
、
そ
の
意
思
は
利
用
の
場
合
の



　
よ
う
な
主
親
的
な
は
た
ら
き
、
例
え
ば
「
自
己
の
爲
に
す
る
意
思
」
（
薗
島
ヨ
塁
窪
9
自
芭
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
意
思
の
客
親
的
な
は

　
た
ら
き
．
詳
言
す
る
な
ら
ぱ
、
行
爲
を
一
定
の
方
向
に
進
行
せ
し
め
、
行
爲
の
進
行
を
琳
歩
一
歩
押
し
進
め
、
從
つ
て
ま
た
意
思
の
如
何
に
よ
つ
て
因

　
果
の
流
れ
を
せ
き
止
め
、
ま
た
は
他
の
方
向
へ
流
す
よ
う
な
容
襯
的
機
能
で
あ
る
』
と
さ
れ
（
刑
法
理
論
學
、
二
一
九
頁
）
、
同
様
に
、
井
上
教
授
は
、

　
『
行
爲
は
主
親
“
客
親
の
全
燈
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
客
槻
的
要
素
は
身
艦
的
な
畢
動
態
度
と
し
て
、
一
つ
の
意
志
的
態
度
で
あ
る
。
そ
の
客
観

　
的
態
度
を
も
支
配
し
方
向
づ
け
る
意
志
の
「
張
さ
」
・
「
は
た
ら
き
」
が
考
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
玉
る
「
強
さ
」
ら
は
た
ら
き
」
を
持
っ
行

　
爲
が
結
果
に
封
し
「
支
配
的
」
な
る
と
き
、
そ
こ
に
正
犯
が
成
立
す
る
』
と
説
明
し
て
お
ら
れ
る
（
刑
法
學
総
則
・
昭
和
二
六
年
・
二
二
二
頁
）
。
も

　
つ
と
も
、
目
的
的
行
爲
支
配
と
い
う
言
葉
は
、
未
だ
熟
し
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
一
三
）
　
ミ
巴
8
一
り
撃
勲
ρ
ψ
0
雪

（
一
四
）
同
趣
旨
、
井
上
正
治
、
前
掲
、
二
二
〇
頁
以
下
、
植
田
重
正
、
前
掲
、
八
三
頁
以
下
。

（
一
五
）
参
照
、
中
義
勝
、
目
的
々
正
犯
概
念
と
そ
の
批
判
（
昭
和
二
六
年
）
關
西
大
學
法
學
論
集
一
巻
二
號
九
二
頁
以
下
、
特
に
嚇
〇
六
頁
以
下
。

間
接
正
犯
に
お
け
る
犯
罪
の
實
行

一
五
九


